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1-1 本市の位置と人口   
 

 

 本市は、静岡県東部の富士箱根伊豆国立公園への玄関口に位置し、裾野市、長泉町、清水町、

沼津市、函南町、神奈川県箱根町と接しています。東は箱根連山に連なり、北は富士の高峰を仰

ぎ、南は肥沃な田方平野より伊豆の温泉郷に通じ、西は遠く駿河湾を眺めています。古くは伊豆

の国府が置かれ、東海道の宿場町として栄え、恵まれた自然と豊かな歴史に育まれながら、県東

部の中核的な都市として発

展し現在に至っています。 

また、富士の清冽な地下水

に恵まれ、この豊富な地下水

と温暖な気候及び大都市圏

への交通の利便さを背景と

して、近年、都市化の進行、

産業活動の拡大などにより

市街のインフラ整備も進み、

文教、住宅、観光、商業を中

心とする複合都市を形成し

つつあります。 

 

 
本市の人口は、「平成 27年国勢調査」に

よると、人口は110,130人、世帯数は45,148

世帯、1世帯当たり平均人員は 2.44人でし

た。 

「住むなら三島総合戦略～まち・ひと・

しごと創生～」（平成 27 年 10 月）による

と、総人口は平成 32 年に 108,432 人とい

う将来展望を見込んでいます。住民基本台

帳法や外国人登録法に基づく在住人口で

は、既に平成 17 年 12 月末をピークとし、

平成 20 年 9 月以降は緩やかな減少傾向を

続けています。 

世帯数については、核家族化や世帯分離

などが進んでいることから増加しますが、

1世帯当たりの平均人員は減少傾向が続く

ものと予測されます。 

１ 本市の概況 

②人口 
 

①地勢 
 

本市の概要 

富士山 

三島市 

駿河湾 

伊豆半島 

面積        62.02km2 

東西        11.11km 

南北        13.24km 

北緯（市役所）  35 度 06 分 

東経（市役所） 138 度 55 分 

人口・世帯数の推移 
注）S60～H27は国勢調査の実績値。 

H32 は「住むなら三島総合戦略～まち・ひと・しごと

創生～」（平成 27年 10月）の将来展望。 
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1-2 気象と地形・地質  
 

 
本市は表日本型で内陸性の気象特性を持ち、比較的温暖で恵まれた気候です。昭和 56年（1981

年）～平成 22年（2010年）の 30年間の平均値で見ると、年間平均気温は 15.9℃で平均気温が最

も高いのは 8月、低いのは 1月です。年間平均降水量は 1,874.4mmであり、6月から 10月にかけ

て降水量が多くなっています。風については、周辺地域の複雑な地形の影響で海陸風や山谷風な

どの局地風が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本市の地形は箱根西麓の「箱根火山山麓地」、市北

部から三島駅付近までの「三島溶岩流地」、三島駅付

近から中郷温水池に至る「黄瀬川（三島）扇状地」、

田方平野の「狩野川流域低地」の四つに大きく区分さ

れます。 

市域の約 3 分の 2 を占める「箱根火山山麓地」は、

山頂から中腹にかけて安山岩質岩石が分布し、中腹か

ら裾野にかけてはローム・火山灰の火山砕屑物が分布

しています。「三島溶岩流地」は玄武岩質岩石で構成

され、「黄瀬川扇状地」は砂礫層の堆積物からなる乾

燥した平野です。一方、「狩野川流域低地」は主に軟

弱な地層からなる低湿な三角州的平野です。 

②地形・地質 

①気候 
 

駿河湾 

三島市 
2 

1 
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4 

8 

8 
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 1 黄瀬川支谷堆積低地   2 箱根火山山麓地北部 
3 箱根火山山麓地南部   4 多賀火山地 
5 三島溶岩流地         6 黄瀬川段丘地 
7 黄瀬川（三島）扇状地   8 狩野川流域低地 
9 静浦山地            10 愛鷹火山地 

 

地形の状況 
【資料：三島市史・増補 資料編Ⅱ】 

注)測定地は三島特別地域気象観測所 

月別の気温(30年間の平均値) 
【資料：三島の統計 2016】 

注)測定地は三島特別地域気象観測所 

月別の降水量と風速(30年間の平均値) 
【資料：三島の統計 2016】 
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1-3 産業  
 

 
平成 27年の総農家数は 900戸で減少傾向にあ

ります。また、耕地面積も昭和 60 年の 1,280ha

から平成 27年は 584haになり、半分以下に減少

しています。 

本市では、箱根西麓の露地野菜や畜産、平地で

の稲作など、恵まれた気候条件を生かした農業生

産が行われています。 

近年は地域農業の活性化を図るため、農業の担

い手の育成や耕作放棄地の解消、農産物のブラン

ド化や地産地消の推進などに努めています。 

 

 
平成 26 年の事業所数（従業員 4 人以上）は

177 事業所、従業者数は 6,515 人、製造品出荷

額は 1,829億円で、総じて減少しています。 

市内の工業系事業所の約9割が従業員30人未

満の事業所です。製造品としては一般機械・食

料品・金属製品の製造が主となっています。事

業所の中には全国でも高いシェアを持つ事業所

もあります。 

近年では雇用創出のための企業誘致や新たな

工業団地創出の可能性の検討にも努めています。 

 

 
 平成 26年の商店数(飲食店を除く)は 942店、

従業者数は 5,689人、売場面積は 78,986㎡と、

総じて減少しています。 

消費構造の変化やモータリゼーションの進展、

大型複合店の郊外への出店などによる中心市街

地の空洞化の進行により、商店街では空き店舗

が点在するなど、商店街の機能低下が懸念され

ています。 

近年は、電線類地中化事業などによるまち並

み景観や個店の魅力の向上を図るとともに、商

店街イベントなどを開催し、商店街のにぎわい

を確保することにより、コミュニティの中心と

なる商店街の振興を図っています。 

 

③商業 

②工業 

①農業 

農家数・耕地面積の推移 
【資料：農林業センサス】 

 

事業所数・製造品出荷額・従業者数の推移 
【資料：工業統計調査】 

商店数・従業者数・売場面積の推移 
【資料：商業統計調査】 
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東海道新幹線を始めとする様々な交通機関

に恵まれた本市は、広域的な交通結節点として

富士箱根伊豆国立公園の玄関口となっていま

す。また、街中がせせらぎ事業によるまちなか

整備や観光振興に向けた様々な取り組みなど

により、本市への来訪者は増加しています。 

平成 26 年度の宿泊客数は 346,015 人、観光

レクリエーション客数は 5,839,415人、観光交

流客数は 6,185,430人でした。 

 

 

 

 

 

1-4 土地利用・法指定の状況 
 

 
 平成 23 年の土地利用の状況は、山林など

（39.4％）が最も多く、次いで田畑（15.7％）、

住宅用地（13.8％）となっています。 

市域の 3 分の 2 は箱根西麓の農地や森林な

どが占め、都市的土地利用の可能な土地が限

られているため、狭い平野部に多くの市民が

居住しています。可住地当たりの人口密度は、

2,935人/km2(平成26年1月1日現在)と高く、

県内では一番の過密都市となっています。 

  

 

 
市内では、箱根西麓が自然公園法による国立公園（富士箱根伊豆国立公園）（100.0ha）に指定

されているほか、鳥獣保護法に基づく鳥獣保護区（334.5ha）、森林法に基づく保安林（347.5ha）

や地域森林計画対象森林（2,370.1ha）、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域

（517.9ha）などが指定されています。（平成 24年 3月現在） 

②法指定の状況 

① 土地利用の状況 

④観光 

注)端数処理の関係上、構成比が 100.0％になりません。 

土地利用の現状（平成 23年） 

【資料:三島の統計 2016】 
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【資料：静岡県の観光交流の動向】 

※平成 21年度からは三嶋大社初詣などが追加に
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三島市環境審議会委員名簿（敬称略） 

 
区分 氏名 所属等 備考 

1 学 識 水谷 洋一 静岡大学地域創造学環教授 会 長 

2 学 識 堅尾 和夫 日本大学国際関係学部教授 副会長 

3 学 識 辻川 比呂斗 順天堂大学保健看護学部准教授   

4 学 識 平井 一之 静岡県環境資源協会専務理事   

5 団 体 大村 皖伸 
三島市自治会連合会副会長 

三島市環境美化推進員会会長 
  

6 団 体 吉田 正治 三島函南農業協同組合代表理事専務   

7 団 体 渡邉 俊一 三島商工会議所環境委員会委員長   

8 団 体 黒川 健 三島地区環境保全推進協議会会長   

9 団 体 榊 知恵子 三島市消費者連絡協議会理事   

10 団 体 大村 洋子 三島ゆうすい会事務局長   

11 団 体 篠原 誠 三島市子ども会連合会会長   

12 団 体 林 辰雄 三島市ストップ温暖化推進協議会会長   

13 団 体 石川 征雄 ガーデンシティみしま推進会副会長   

14 団 体 佐野 淳祥 三島青年会議所監事   

15 行 政 織部 康宏 静岡県くらし・環境部環境局環境政策課長   

16 市 民 山本 達雄 エコリーダー（市民環境大学修了生）   

17 市 民 髙村 吉彦 エコリーダー（市民環境大学修了生）   

18 市 民 吉田 義博 三島市環境美化推進員会 前会長   

【区分】学識＝学識経験者、団体＝市内の各種団体を代表するもの 

    行政＝関係行政機関の職員、市民＝市民代表 

 

庁内検討委員会名簿 

役職 氏名 備 考 役職 氏名 備 考 

環境市民部長 勝又 幹雄 委員長 

都市整備部  

計画まちづくり統括監 

（都市計画課長） 

山田  美智

子 
委 員 

廃棄物対策課長 小野 寛 委 員 都市整備課長 石井 浩行 委 員 

環境市民部参事 

（地域安全課長） 
植松 和男 委 員 水と緑の課長 渡邊 靖 委 員 

健康づくり課長 三枝 知子 委 員 水道課長 石田 雅男 委 員 

子ども保育課長 佐野 隆三 委 員 
上下水道部参事 

（下水道課長） 
加藤 竜一 委 員 

農政課長 高橋 英朋 委 員 学校教育課長 小塚 英幸 委 員 

商工観光課長 宮島 康一 委 員 生涯学習課長 野澤 秀里 委 員 

産業振興部参事 

（楽寿園長） 
原 憲治 委 員 文化振興課長 岡村 秀一 委 員 

企画戦略部参事 

（政策企画課長） 
杉山 浩生 委 員 環境政策課長 橋本 守正 事務局 

 

 

2 委員名簿 
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(1)諮問文 
 

三 環 政 第 1 3 6 号 

平成 28 年 9 月 1 日 

 

三島市環境審議会 

会長 水谷 洋一 様 

 

三島市長 豊岡 武士  

 

第２次三島市環境基本計画の中間見直しについて（諮問） 

 

このことについて、三島市環境基本条例第７条の規定に基づき、平成 24年３月に策定した

第２次三島市環境基本計画の中間見直しにあたり、三島市環境基本条例第 25条の規定に基づ

き、第２次三島市環境基本計画の改訂について諮問します。 
 

 

(2)答申文 
 

三 環 審 第 １ 号 

平成 24 年２月 20 日 

 

三島市長 豊岡 武士 様 

 

三島市環境審議会 

 会長 水谷 洋一 

 

第２次三島市環境基本計画について（答申） 

 

平成 23年７月１日付け、三環政第 55号にて諮問のあった第２次三島市環境基本計画につい

て慎重に審議した結果、下記の意見を付して別冊のとおり答申します。 

 

記 

１ 三島市環境基本条例の基本理念を踏まえ、望ましい環境像「みんなで育て 未来へつなぐ 

環境先進都市・三島～人や自然にやさしいエコガーデンを目指して～」を実効性のある計画

とするために、市民・事業者・市の責務を明らかにし、それぞれが連携・協働する中で計画

を推進すること。 

２ 多岐の部署にわたる施策が多くあるため、計画の推進に当っては、関係部署による連携、

または全庁的な体制で臨み、総合指標・数値目標の達成に向けて取り組むこと。 

３  戦略的プロジェクトとして取り上げた「エコガーデン・プロジェクト」と「ボトムアップ

と協働による環境活動プロジェクト」は、地球温暖化対策及び地域の絆づくりに貢献するた

め、優先的・重点的に取り組むこと。 

４ 平成 23 年３月 11 日の東日本大震災で被災した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の

緊急事態により、国の環境政策の見直しが予測されるため、常に国や県の動向を注視し、新

たな施策に臨機応変に対応すること。また、環境保全の新たな技術に目を向けて本計画の推

進に生かしていくこと。 
 

3 諮問・答申 
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(1)三島市環境基本条例 

 
（平成１２年１１月３０日 条例第３１号） 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第６条） 

 第２章 基本的施策（第７条－第９条） 

 第３章 重点的に推進すべき施策（第１０条－第１５条） 

 第４章 効果的な推進のための施策（第１６条－第２４条） 

 第５章 環境審議会（第２５条） 

 附則 

 

 私たちのまち三島市は、富士箱根伊豆国立公園に囲

まれ、全国に誇り得る富士山のゆう水や箱根山西麓の

豊かな緑に代表される恵まれた自然と古い歴史に培わ

れた文化にはぐくまれ、先人の努力により、今日の豊

かな社会を築いてきた。 

 特に、市街地からわき出す水の清れつな流れと四季

折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤い

と安らぎを与える郷土の大切な財産となっている。 

 しかし、生活の利便性や物質的な豊かさを求めてき

た現代社会は、一方で大量生産・大量消費・大量廃棄

型の社会経済システムを生み出し、自然の復元力を超

えるような環境への負荷を与えることとなり、地域の

環境はもとより、地球環境にまで取り返しのつかない

影響を及ぼすおそれを生じさせている。 

 今こそ、私たちは、郷土の良好な環境を現在と将来

の世代の市民が享受できるよう、すべての生命の生存

基盤である地球環境の保全を普遍的な課題と認識し、

今ある環境を損なうことなく、自然と共生を図りなが

ら持続的に発展が可能な資源循環型社会の実現に寄与

すべきときである。 

 ここに私たちは、先人から引き継がれた水と緑に象

徴されるかけがえのないこの環境を守り育て、次の世

代へ引き継いでいくことを責務とし、市、事業者と市

民が一丸となって、地球的視野に立った環境の保全と

創造に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、

基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務

を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、環

境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文

化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 

 (2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の

温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球の全体又はそ

の広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る

環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとと

もに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与す

るものをいう。 

 (3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動そ

の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態

又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の

汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のた

めの土地の掘削によるものを除く。）及び悪臭に

よって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接

な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係

のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る

被害が生ずることをいう。 

 

 （基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的

な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境

の恵沢を享受するとともに、良好な環境が将来の世

代に継承されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然との共生の確保

を旨とし、水と緑に象徴される自然環境に恵まれた

本市の地域特性に生かすことにより行われなければ

ならない。 

３ 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持

続的発展が可能な社会の実現を旨とし、市、事業者

及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担

の下に、自主的かつ積極的に取り組むことによって

行われなければならない。 

４ 環境の保全及び創造は、地域における事業活動及

び日常生活が地球全体の環境にも影響を及ぼすとの

認識の下に、地球環境の保全に資するように行われ

なければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める環境の保全及び創造につ

いての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、環境の保全及び創造に関し、本市の自然的社

会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、

4 環境基本条例・環境方針 
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及び実施する責務を有する。 

２ 市は、その事業の実施に伴う環境への負荷の低減

に努めるとともに、あらゆる施策を通じて、環境へ

の負荷の低減の重要性について、事業者及び市民の

意識の啓発に努めなければならない。 

３ 市は、環境の保全及び創造を図る上で、事業者及

び市民の果たす役割の重要性にかんがみ、事業者及

び市民が環境の保全及び創造のために行う活動を支

援し、及びこれに協力するよう努めなければならな

い。 

４ 市は、環境の保全及び創造のために広域的な取組

を必要とする施策について、国、他の地方公共団体

等に協力を求め、又はこれらからの協力の求めに応

じ、その推進に努めなければならない。 

 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活

動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、

汚水等の処理その他の公害を防止し、及び自然環境

を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を

有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の

支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その

他の事業活動を行うに当たっては、次に掲げる措置

を積極的に講ずるよう努めなければならない。 

 (1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又

は廃棄されることにより生ずることとなる環境への

負荷を低減し、当該事業活動に係る製品その他の物

が廃棄物となった場合においては、その適正な処理

が図られるようにすること。 

 (2) 事業活動に係る廃棄物の減量、水資源及びエネ

ルギーの有効利用、再生資源の原材料への使用等当

該事業活動に伴う環境への負荷を低減すること。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念

にのっとり、自らも地域の一員であるとの認識の下

に、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他

の環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が

実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力す

る責務を有する。 

 

 （市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上

の支障を防止するため、資源の循環的利用、廃棄物

の減量、水資源及びエネルギーの有効利用等日常生

活に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなけれ

ばならない。 

２ 市民は、基本理念にのっとり、生活排水の浄化、

地下 水の保全、緑化の推進等自然環境の適正な保

全に積極的に努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、市民は、基本理念に

のっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるととも

に、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策

に協力する責務を有する。 

 

   第２章 基本的施策 

 （環境基本計画） 

第７条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及

び創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

 (1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期

的な施策の大綱 

 (2) 環境の保全及び創造のために、市、事業者及び

市民のそれぞれが配慮すべき事項 

 (3)  前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創

造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市

民及び事業者の意見を反映させるために必要な措置

を講ずるとともに、第２５条に規定する三島市環境審

議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに、

これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準

用する。 

 

 （環境基本計画との整合） 

第８条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計

画との整合を図らなければならない。 

２ 市は、前項に規定する整合を図るために必要な体

制を整備するものとする。 

 

 （年次報告書） 

第９条 市長は、各年度における本市の環境の状況、

環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明

らかにした報告書を作成し、これを公表しなければ

ならない。 

 

   第３章 重点的に推進すべき施策 

 （健康の保護及び生活環境の保全） 

第１０条 市は、市民の健康の保護及び生活環境の保全

を図るため、公害その他の環境の保全上の支障とな

る事象について、その適正かつ迅速な処理に努める

ものとする。 

 

 （自然環境の保全等） 

第１１条 市は、水辺地、森林、農地等における多様な

自然環境の適正な保全に努めるとともに、生物の多

様性の確保に配慮するものとする。 

 

 （快適な環境の創造等） 

第１２条 市は、潤いと安らぎのある環境の創出、良好

な景観の確保、歴史的文化的遺産の保存及び活用等
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を図ることにより、水や緑に象徴される本市の地域

特性を生かした快適な環境を創造するとともに、人

と自然との豊かな触れ合いを確保するよう努めるも

のとする。 

 

 （環境への負荷の少ない社会の実現） 

第１３条 市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資

するため、事業者及び市民による資源の循環的利用、

廃棄物の減量、水資源及びエネルギーの有効利用等

が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の少ない社会の実現に資する

ため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の

実施に当たっては、資源の循環的利用、廃棄物の減

量、水資源及びエネルギーの有効利用等を図るとと

もに、環境への負荷の低減に資する原材料、製品等

の利用に努めるものとする。 

 

 （地球環境の保全） 

第１４条 市は、地球環境の保全に資するため、地球温

暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策の推進

を図るとともに、環境の保全及び創造に関する国際

協力の推進に努めるものとする。 

 

 （環境教育の充実及び環境学習の振興） 

第１５条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造

に関する理解を深め、これらに関する活動を自発的

に行う意欲を増進させるため、環境に関する知識の

普及、人材の育成及び活用、生涯学習の機会の拡充

等環境教育の充実及び環境学習の振興を図るととも

に、環境教育及び環境学習が、学校、家庭、地域、

職場等において、有機的な連携を保ちつつ推進され

るよう努めるものとする。 

 

   第４章 効果的な推進のための施策 

 （環境影響評価の推進） 

第１６条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ

る土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに

類する事業を行う事業者が、当該事業の実施に伴う

環境への影響について、あらかじめ調査、予測及び

評価を行い、その結果に基づき、当該事業に係る環

境の保全について適正に配慮することを推進する

ため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 前項の規定は、環境に著しい影響を及ぼすおそれ

のある土地の形状の変更、工作物の新設その他これ

らに類する事業を市が実施する場合について、準用

する。 

 

 （規制の措置） 

第１７条 市は、環境の保全上の支障を防止するために

必要があると認めるときは、関係行政機関と協議の

上、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

 （誘導的措置） 

第１８条 市は、事業者及び市民が自ら行う環境への負

荷の低減を図るための活動等を助長するために特

に必要があると認めるときは、適正な助成その他の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、事業者又は市民に適正かつ公平な経済的負

担を課すことによりこれらの者が自ら環境への負荷を

低減させることとなるよう誘導するための措置につい

て調査及び研究を行い、特に必要があると認めるとき

は、そのための措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 （公共的施設の整備等の推進） 

第１９条 市は、下水道、一般廃棄物の処理施設その他

の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設

の整備その他の環境への負荷の低減に資する事業

を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備並び

に森林の整備その他の自然環境の適正な整備及びその

健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置

を講ずるものとする。 

 

 （市民等の自発的な活動の促進） 

第２０条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織す

る団体（以下「市民等」という。）が自発的に行う

地下水の保全、緑化の推進、再生資源の回収その他

の環境の保全及び創造に関する活動を促進するた

め、技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

 

 （情報の提供） 

第２１条 市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び

創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法

人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の保全及び

創造に関する必要な情報を市民等に適切に提供す

るよう努めるものとする。 

 

 （市民等の意見の施策への反映） 

第２２条 市は、市民等の意見を環境の保全及び創造に

関する施策に反映させるため、必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

 （調査及び研究の実施等） 

第２３条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策

定及び実施に資するため、調査及び研究の実施並び

に情報の収集に努めるものとする。 

 

 （監視等の体制の整備） 

第２４条 市は、環境の状況を把握するために必要な監

視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

 

   第５章 環境審議会 

 （審議会） 

第２５条 環境基本法（平成５年法律第９１号）第４４条の
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規定に基づき、市長の諮問に応じ、本市の環境の保

全及び創造に関する基本的事項及び重要事項につ

いて調査審議するため、三島市環境審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意

見を述べることができる。 

３ 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る ２０人以内の委員で組織する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 市内の各種団体等を代表する者 

 (3) 市民 

 (4) 関係行政機関の職員 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 審議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委

員の互選によりこれを定める。 

６ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の

出席を求めて意見を聴くことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な

事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

 （三島市環境審議会条例の廃止） 

２ 三島市環境審議会条例（平成１１年三島市条例第８

号）は、廃止する。 

 

 （経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の三島市環境審議会条例

（以下「旧審議会条例」という。）第１条の規定に

より置かれた三島市環境審議会は、第２５条第１項の

規定により置かれた審議会となり、同一性をもって

存続するものとする。 

４ この条例の施行の際現に旧審議会条例第３条第２

項の規定により委嘱されている三島市環境審議会

の委員は、第２５条第３項の規定により委嘱された委

員とみなす。この場合において、委嘱されたものと

みなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかか

わらず、平成１３年７月２１日までとする。 

５ この条例の施行の際現に旧審議会条例第５条第１

項の規定により定められている三島市環境審議会

の会長又は副会長は、それぞれ、第２５条第５項の規

定により定められた会長又は副会長は、それぞれ、

第２５条第５項の規定により定められた会長又は副

会長とみなす。 

附 則(平成 13年条例第 24号) 

この条例は、平成 13年７月 22日から施行する。 

 

 

(2)三島市環境方針 
三島市は、かけがえのない地球環境や多様な生命が育まれる自然環境を次世代に引き継ぐとともに、品格があ

り花と緑があふれるガーデンシティと人々が健やかで幸せに暮らす活気のある健幸都市の実現を目指し、市民、

ＮＰＯ、ボランティア、事業者、行政の協働のもと、次に掲げる方針に基づきその保全、再生、創造に率先して

取り組みます。 

 

１ 三島市環境基本計画に基づく環境施策を推進します。 

２ 環境に配慮した事務事業を実践します。 

３ 環境マネジメントシステムを適正に運用するとともに、継続的改善を図ります。 

４ 環境に関する法令等を順守し、環境汚染の予防に努めます。 

５ 廃棄物の削減に職員一丸となって取り組みます。 

 

 

この環境方針及び環境マネジメントシステム運用の成果は、広く公表します。 

 

２０１４年６月１０日  

三 島 市 長 豊 岡 武 士  
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■アイドリングストップ 
大気汚染や騒音の防止、地球温暖化の原因となる二

酸化炭素の排出を抑制するために、自動車の駐停車時

における不必要なエンジンの使用を止めること。 

 

■アスベスト 

石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物。

軟らかく、耐熱・対磨耗性にすぐれているため、ボ

イラー暖房パイプの被覆、建築材など広く利用され

ていた。しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると

肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、

平成元年に大気汚染防止法に基づく「特定粉じん」

に指定され、使用制限または禁止されるようになっ

た。 

 

■一般廃棄物                                    
住民の日常生活や事業活動から発生する廃棄物のう

ち、産業廃棄物以外のものを一般廃棄物という。 

 

■雨水貯留施設 
 雨水貯留施設には屋根に降った雨水を大地に浸透さ

せる「雨水浸透ます」、屋根に降った雨水を雨どいから

貯めて、庭木や花への散水、防火用水などに利用する

「雨水貯留施設」などがある。 

 

■エコアクション 21（EA21） 
 中小事業者の環境への取り組みを促進するとともに、

その取り組みを効果的･効率的に実施するため、中小事

業者等でも容易に取り組めるようにした環境経営（環

境マネジメント）システム。環境庁（現環境省）が策

定し、財団法人地球環境戦略研究持続センターが平成

16年 10月より「エコアクション 21認証・登録制度」

を実施している。 

 

■エコマーク 
環境保全に役立つと認められている商品に付けられ

るマークで、平成元年から(財)日本環境協会が実施し

ている。環境保全商品の普及、環境問題の情報提供、

環境保全意識の高揚等を図ることを目的としている。 

 

■エコファーマー 
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する

法律（持続農業法）」に基づき、農業者が「土づくりと

化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組

む計画」を都道府県知事に提出し、都道府県知事によ

って、計画が適当である旨の認定を受けた農業者（認

定農業者）の愛称。 

 

■エコライフ 
日常生活で環境への負担を少なくし、地球環境に

やさしい生活を行うことを「エコライフ」という。

エコライフを進めるためには、生活様式を省資源・

省エネルギー型に変えていくことが必要であり、具

体的には、節電・節水・リサイクルの促進、ごみの

減量などに取り組むことを意味している。 

 

■エコライフみしま 
地域の環境情報や環境活動などを広く市民に紹介

することを目的にした、市民がつくる市民のための

地域環境情報誌。市民環境大学卒業生など有志によ

り年 2 回発刊されている。平成 15 年 4 月 15 日創刊。 

 

■エコリーダー 
三島市民環境大学（主催：三島市・日本大学国際

関係学部）の卒業生で、所定の出席回数を満たし、

規定のレポートを提出した受講生で、環境活動の普

及、推進に先導的な役割を担う意欲のある人をエコ

リーダーと呼んでいる。 

 

■オゾン層の破壊 
オゾン層は、成層圏の高度 20km～40km付近に多く存

在し、太陽光からの有害な紫外線を吸収することによ

り地球上の生物を守る働きをしている。現在、大気中

に放出されたフロンやハロンなどによって成層圏のオ

ゾン層が破壊され、太陽光による紫外線が地表に達す

る量が増大しており、皮膚がんや白内障など人への影

響や生物の成育障害などを引き起こすことが懸念され

ている。 

 

■温室効果ガス 
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなどは｢温

室効果ガス｣と呼ばれる。地表から放射される赤外線を

吸収するため、地球は大気のない場合に比べて温かく

保たれている。近年、温室効果ガスの増加によって発

生する地球温暖化が懸念されている。 

 

 
■外来生物法 
正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被

害の防止に関する法律」で、平成 17年 6月より施行さ

れている。海外からの外来生物による日本の生態系、

人の生命や健康、農林水産業への被害を防止するため

に、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止する

とともに、国などによる防除措置などを定めている。 

 

■合併処理浄化槽 
風呂や台所排水などの生活雑排水と、し尿を合わせ

て処理する浄化槽。し尿だけしか処理できない単独浄

化槽に比べ、水質汚濁物質の削減量が極めて多い。比

較的安価で容易に設置できることから、小さな集落な

どでの生活排水処理の有力な方法となっている。 

 

●カ行 
 

●ア行 
 

5 用語解説 
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■環境基準 
環境基準とは、環境基本法で「大気の汚染、水質の

汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件につい

て、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全

する上で維持されることが望ましい基準」であると定

めている。これは、行政上の目標として定められてい

るもので、公害発生源を直接規制するための基準（い

わゆる規制基準）とは異なる。 

 

■環境基本法 
平成 5年 11月に施行された、我が国の環境政策の基

本的方向を示す法律。地球環境問題や、都市・生活型

環境問題に対処していくために、従来、個別に行われ

ていた公害対策、自然環境保全の枠を越え、国・地方

公共団体・事業者・国民などの社会を構成するすべて

の主体の参加による取り組みが不可欠との観点から、

環境行政を総合的に推進していくための法制度として

整備された。 

 

■環境への負荷 
人の活動により、環境に加えられる影響で、環境を

保全する上で支障の原因となる恐れのあるものをいう。

工場・家庭からの排水やごみ、自動車の排気ガスなど

のほか、自然を破壊する原因となるものや、二酸化炭

素のように蓄積した結果、支障を生ずる可能性のある

ものも含まれる。 

 

■外因性内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン） 
環境中にあり、動物の生体内に取り込まれると、正

常なホルモンの働きを阻害して、内分泌を撹乱させる

作用を持つ化学物質をいう。ダイオキシン類、PCB、有

機スズ化合物など、およそ 70種類が疑われる化学物質

としてあげられている。 

 

■環境マネジメントシステム（EMS） 
企業などの事業組織が、環境保全対策を自主的に進

めるために構築する仕組みをいう。①環境保全に関す

る方針、目標、計画などを定め、②これを実行、記録

し、③その実行状況を点検して方針などを見直す一連

の手続を実施し、更にこの手順を繰り返すことによっ

て取り組みを高めていこうとするもの。 

 

■間伐材 
主な木の生育を助けたり、採光を良くしたりするた

めに、適当な間隔で木を伐採することで、森林の健康

を守ることを間伐と呼び、伐採された材木を間伐材

という。平成 13 年 4 月に施行された「グリーン購入

法」で、間伐材が環境物品として位置付けられたこ

とから、今後リサイクルが進み、同時に森林の保全

も進むものと期待される。 

 

■気候変動枠組条約 
 正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約」。

地球温暖化対策に関する取り組みを国際的に協調して

行っていくため平成 4 年 5 月に採択され、平成 6 年 3

月に発効した。本条約は、気候系に対して危険な人為

的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中

の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な

目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の

作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその

実施などの各種の義務を課している。 

 

■京都議定書 
平成 9年 12月に京都で開催された「気候変動枠組条

約第 3回締約国会議（COP3）」で採択された議定書で、

先進国における温室効果ガスの削減目標等を規定して

いる。この議定書は、平成 20～24 年の期間に平成 2

年度比で温室効果ガスを 5.2%削減することを義務付

けており、平成 17年 12月に発効した。 

 

■クリーンエネルギー 
炭素を含まず、地球環境への影響が少ないエネル

ギー。太陽エネルギー、地熱、風力などの自然エネル

ギー及び水素エネルギーがある。 

 

■グリーンコンシューマー 
環境に配慮した製品を買おうという消費者のこと。 

 

■景観行政団体 
景観法(平成16年6月制定)に基づく諸施策を実施す

る行政団体。政令指定都市、中核市にあってはそれぞ

れの当該市が、その他の地域においては基本的に都道

府県がなるが、その他の市町村も都道府県との協議を

経て景観行政団体となることができる。景観行政団体

は、景観法に基づいた項目に該当する区域に景観計画

を定めることができるが、景観計画区域に指定された

区域では、建築や建設など景観にかかわる行為を行う

場合に、設計や施工方法などを景観行政団体に届け出

るなどの義務が生じる。 

 

■建設リサイクル法 
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」で、平成 14年 5月に完全施行された。建築

物の分別解体と特定資材のリサイクル（困難な場合は

縮減）を、一定規模以上の新築工事などの受注者に義

務付ける法律。建設発生木材、コンクリート塊、アス

ファルトなどが対象。また、これまで無届けでも可能

だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者

の選任を義務付け、技術力のない者や不良業者の参入

を防止している。 

 

■コミュニティバス 
通常の路線バスではカバーしにくいような地域や

ルートの公共交通需要に対応するために、自治体の

支援を受けて導入されるバスサービスをいう。 

 

 

■再生可能エネルギー 
エネルギー源として永続的に利用することができる

再生可能エネルギー源を利用することにより生じるエ

ネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、

地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源として

利用することを指す。 

 

●サ行 
 



    資料編 

  116 

■里地里山 
奥山と都市の中間に位置し、集落とそれを取り巻く

二次林、それらと混在する農地、ため池、草原などで

構成される地域概念であり、生物多様性の面でも重要

な役割を果たしている。近年過疎化や開発が進み質の

低下や消失が見られる。このため、生物多様性国家戦

略では里地里山の危機を位置付け、重点的に取り組む

こととしている。 

 

■産業廃棄物 
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、燃え殻、

汚泥、廃プラスチック、がれき類など廃棄物処理法で

定めた 19種類に該当するもの。一般廃棄物に比べて量、

多様性、含有物質の有害性などの面で環境に与える影

響が大きい。 

 

■静岡県版レッドデータブック 
 平成 16年 3月に静岡県の企画により発刊された｢ま

もりたい静岡県の野生生物－県版レッドデータブック

－動物編｣及び｢まもりたい静岡県の野生生物－県版レ

ッドデータブック－植物編｣のこと。静岡県自然環境調

査委員会により編集された、静岡県における絶滅に瀕

している野生動植物種を段階ごとに区分した｢静岡県

版レッドリスト｣｢今守りたい大切な自然｣などが掲載

されている。 

 

■自然共生社会 
森林、湿原、草原などの二酸化炭素の吸収源の確

保、豊かで多様な自然の保全・再生、自然とのふれ

あいの場や機会の確保などにより実現される、自然

の恵みを享受し継承していく社会。 

 

■循環型社会 
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わる概

念。製品が廃棄物となることを抑制し、排出された廃

棄物などについてはできるだけ資源として適正に利用

し、最後にどうしても利用できないものは適正な処分

を徹底することで、天然資源の消費を抑制し、環境へ

の負荷をできる限り低減する社会。 

 

■省エネ法 
 正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法

律」で､昭和 54 年に制定された。工場･事業場などについ

てのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置等

を講じることにより、国民経済の健全な発展に寄与すること

を目的としている。工場・事業所のエネルギー管理の仕組

みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準

におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ

対策などを定めている。 

 平成 25 年に改正され、電気需要の平準化推進等の措

置を追加した。 

 

■食育 
心身の健康の基本となる食生活に関する様々な教育

を行うこと。食べる物を選ぶ力、食べ方、調理法、味

覚形成、食べ物の生育に関する知識や豊かな食生活の

楽しみを覚えるなどの力を付けることを目指す。平成

17 年 6 月に食育基本法制定、平成 18 年 3 月末には家

庭や学校、地域などで取り組むべき課題を列挙し、数

値目標も掲げた食育基本計画が策定されている。本市

でも、食育基本計画を平成 20年 3月に策定した。 

 

■食品リサイクル法 
正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関

する法律」で、平成 13年 5月から施行されている。食

品廃棄物を減らし、再生利用を促すための基本事項を

定めた法律。食品循環資源（食品廃棄物などのうち有

用なもの）の再生利用（飼料・肥料など）及び熱回収、

廃棄物の発生抑制と減量を図り、国、地方公共団体、

食品関連事業者、消費者の役割と責務を規定する。 

 

■振動 
工場の活動、建設作業、交通機関の運行などにより、

人為的に地盤振動が発生し、建物を振動させて物的被

害を与えたり、日常生活に影響を与えることにより問

題にされる振動をいう。 

 

■新エネルギー 
従来使っていた石油、石炭、原子力、天然ガス、水

力などのエネルギーに対し、今後研究開発・導入が図

られる石炭液化・ガス化、太陽エネルギー、深部地熱、

水素エネルギー、風力、バイオマスなどの新規開発エ

ネルギーをいう。 

 

■水源涵養機能 
  雨水を地表及び地中に一時的に蓄え、河川や地下水

などの水源が枯渇しないようにする機能をいう。 

 

■スマートウエルネス 
「ウエルネス（健康かつ生きがいを持ち、安心安全

で豊かな生活を営むことのできること）」をまちづくり

の中核に位置付け、住民が健康で元気に幸せに暮らせ

る新しい都市モデルをいう。 

 

■生物多様性 
種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を

含んだ概念。健全な自然環境が維持されるためには、

生物の多様性を確保することが不可欠である。 

 

■生物多様性基本法 
 わが国初の生物多様性の保全を目的とした基本法と

して、平成 20年 6月から施行されている。生物多様性

のもたらす恵沢を次の世代に引き継いでいくため、事

業計画の立案段階で事業者が環境アセスメントを実施

するよう国に必要な措置を求めるなど、生物多様性の

保全施策に関する規定を整備した。また、政府による

生物多様性国家基本計画の策定や、地方自治体による

計画策定なども定めている。 

 

■生物多様性地域戦略 
生物多様性基本法第 13条の規定に基づき、都道府県

及び市町村が、生物多様性国家戦略を基本として、当

該自治体の区域内における生物の多様性の保全及び持

続可能な利用に関して定める基本的な計画。各地方自

治体は単独で、あるいは共同して策定するよう努める

こととされている。 

http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%A9%A4%D9%CA%AA&kind=jn&mode=1
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%A9%C0%B8%B3%E8&kind=jn&mode=1
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■ダイオキシン類 
有機塩素系化合物の一つ。ポリ塩化ジベンゾパラジ

オキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、コプラナーポリ

塩化ビフェニールの 3物質がダイオキシン類として定

義されている。廃棄物の焼却などに伴って発生する。 

 

■地球温暖化 
  大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、フロ

ンなど）の濃度が人間活動により上昇し、温室効果が

高まることにより地球の気温が上がる現象をいう。こ

のまま推移すれば、21世紀末までに全地球平均気温が

1.1～6.4℃上昇し、これに伴い海面が約 18cm～59cm

上昇すると予測され、異常気象の発生、農業生産や生

態系への影響が懸念されている。国際的には、平成 4

年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された地

球サミット（UNCED：環境と開発に関する国連会議）に

おいて署名され、平成 6年に発効した「気候変動に関

する国際連合枠組み条約」を中心に地球温暖化防止対

策が展開されている。 

 

■地球環境問題 
国境を越えた地球規模の環境問題を指し、地球温暖

化、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋汚染、森林破壊、

野性生物種の減少、砂漠化、有害廃棄物の越境移動、

及び開発途上国などの公害があげられる。それぞれの

問題は、因果関係が相互に複雑に絡み合って引き起こ

されている。先進国での大量生産、大量消費、大量廃

棄といった経済社会活動、更には人類のこれまでの技

術文明の責任を問う内容を含んでいるといえる。 

 

■地産地消 
地域生産地域消費の略語で、地域で生産された農産

物や水産物をその地域で消費すること。食や環境に対

する安全・安心志向の高まりを受けて、消費者と生産

者との「顔が見える」関係の構築に資する地域発の動

きとして注目されている。国は、地産地消が食料自給

率の向上に必要であると位置付け、推進体制の整備や

地域計画の策定などを支援している。また、食育や地

域活性化につながるなど、生産、消費の両者から大き

な期待が寄せられている。 

 

■低炭素社会  
地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を、現状

の産業構造やライフスタイルを変えることで低く抑え

た社会。 

 

 
■燃料電池 

水素と酸素を化学反応させて、直接、電気を発電

する装置。燃料となる水素は、天然ガスやメタノー

ルを改質して作るのが一般的である。酸素は大気中

から取り入れる。また、発電と同時に発生する熱も

生かすことができる。 

 

 
■バイオマス 
太陽エネルギーが植物の光合成によって生体内に固

定、蓄積されたもので、生物の体やふん尿などを意味

する。バイオマスには、炭素や水素が含まれるため、

燃やせばエネルギー源となる。木炭や薪（まき）など

はこのバイオマスの一種。現在、代替エネルギーとし

て注目を浴びている。 

 

■パリ協定 
平成 27年 12月にパリで開催された「気候変動枠組

条約第 21回締約国会議（COP21）」で採択された協定で、

気温上昇を 2.0℃未満に抑えるとともに、1.5℃未満に

収まるよう、すべての国が努力すると規定している。  

この協定は、排出量の 55%以上を占める 55カ国以上

の批准を発効要件としており、平成 28年 11月に発効

した。 

 

■ヒートアイランド 
都市では高密度のエネルギーが消費されており、加

えて都市の地面の大部分はコンクリートやアスファル

トなどの乾燥した物質で覆われているため水分の蒸発

による温度の低下がなく、日中蓄えた日射熱を夜間に

放出するため、夜間気温が下がらない状態になる。こ

の結果、都市部では郊外と比べて気温が高くなり等温

線を描くとあたかも都市を中心とした「島」があるよ

うに見えることから、ヒートアイランド現象と呼ばれ

ている。このような現象は東京などの大都市では既に

日常生活の中で実感できる程までになっている。 

 

■放射線 
放射性元素の崩壊に伴い放出される粒子線あるいは

電磁波のこと。主としてアルファ線、ベータ線、ガン

マ線の 3種のことを指しているが、また、それらと同

じ程度のエネルギーを持つような粒子線や宇宙線も含

めている。 

 

 
■緑のカーテン 

つる性の植物を窓辺の外に育成して真夏の日差し

を緩和する。緑のカーテンの設置により、省エネル

ギーだけでなく、緑豊かな街並みの形成にも役立つ。 

 

■ミックス古紙 
本市では、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック以

外の紙類のことを「ミックス古紙」と呼び、平成 18

年 4 月から月 2 回資源古紙回収日に回収している。 

ミックス古紙の分別によりごみの焼却量が減り、

焼却施設の負担軽減や最終処分場の延命化を図るこ

とができる。 

 

 

●マ行 
 

●ハ行 
 

●ナ行 
 

●タ行 
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■リサイクル 
廃棄物として処分される物を改修し、再生利用する

こと。紙、アルミ、ガラス、鉄、プラスチックなどの

回収が行われている。 

 

■リターナブル容器 
中身を消費した後の容器を回収し、飲料メーカーが

洗浄して再び使用する容器をいう。ワンウェイ容器の

ようにごみにならないことから、ごみの発生抑制の手

段として有効である。 

 
 

 
■ワンド 
 河川の流れ沿いにある入り江や川の淀み、淵といっ

た河川の本流とつながっているか、水が増えた時につ

ながってしまうような水面のこと。様々な生物が生息

する豊かな環境であることが認識され、その価値が評

価されている。 

 

 
■BEMS 
 照明、空調、給湯機器などのエネルギー機器に関

して、その電力使用量の可視化や節電のための制御

などを行うシステム(EMS)のうち、商用ビル向けのエ

ネルギー監理システムのこと。 

 

■BOD（生物化学的酸素要求量） 
 水中の有機物が、微生物によって酸化される時に必

要とされる酸素の量で、河川の有機性汚濁を測る代表

的な指標である。単位は mg/Lで表され、数値が大きい

ほど汚濁の程度が高い。 

 

■CSR 
 日本語では「企業の社会的責任」と一般的にいわれ

る。企業は社会的な存在であり、利潤や経済的効率だ

けを追求するのではないとする考え方。具体的な取り

組み内容は様々であり、製品やサービスの安全と品質

の確保だけではなく、環境保全活動や地域貢献など幅

広い。 

 

■ESCO事業 
 ビルや工場の省エネ化に必要な「技術」・「設備」・「人

材」・「資金」などのすべてを包括的に提供するサービ

ス。省エネ効果を保証するとともに、省エネルギー改

修に要した投資・金利返済・経費などが、すべて省エ

ネルギーによる経費削減分で賄われるため、導入企業

における新たな経済的負担はなく、契約期間終了後の

経費削減分はすべて顧客の利益となる。  

 

■HEMS 
 照明、空調、給湯機器などのエネルギー機器に関

して、その電力使用量の可視化や節電のための制御

などを行うシステム(EMS)のうち、家庭向けのエネル

ギー監理システムのこと。 

 

■IPCC 
「気候変動に関する政府間パネル」の略称であり、

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に

関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括

的な評価を行うことを目的として、1988 年に世界気象

機関（WMO）と国連環境計画 （UNEP）により設立され

た組織。 

 

■ISO14000（環境 ISO） 
環境管理に関する国際規格の総称。シリーズ規格の

内容は、環境マネジメントシステム、環境監査、環境

ラベル、環境パフォーマンス評価、ライフサイクルア

セスメントなど、広範囲にわたっている。この中で中

心となるのは ISO14001 で、環境マネジメントシステ

ムの仕様について定めている。 

 

■LED 
発光ダイオードとも呼ばれ、電圧を加えた際に発光

する半導体素子のこと。白熱電球などと比較した場合、

余計な発熱が少なく低電力で高輝度の発光が得られる。

また、寿命も白熱電球に比べてかなり長い。今日では

様々な用途に使用され、今後、蛍光灯や電球に置き換

わる光源として期待されている。 

 

■NPO 
民間非営利団体の略称。広義には公益･学校･宗教･

医療・福祉などの各法人や共同組織、ボランティア

グループも含まれる。一般的には、正式に組織され、

公益的で利益配分をしない自発的な民間の活動をす

る団体。 

 

■PRTR法 
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律」の略称で平成 11年 7月に

制定された。有害性のある化学物質の環境への排出量

及び廃棄物に含まれての移動量を登録して公表する仕

組み。国が事業者の報告や推計に基づき、対象化学物

質の大気、水、土壌への排出量や、廃棄物に含まれる

形での移動量を集計し、公表する。 

●ワ行 
 

●英数 
 

●ラ行 
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カテゴリー 基本概念 
本市で確認されている種 

植物 動物 

絶滅(EX) 本県で既に絶滅したと

考えられる種 

  

野生絶滅 

(EW) 

飼育・栽培下でのみ

存続している種 

  

絶滅危惧 

Ⅰ類 

絶滅の危機に瀕して

いる種 

  

 ⅠA類 

(CR) 

ごく近い将来における

野生での絶滅の危険

性が極めて高いもの 

 ホトケドジョウ、メダカ：CR/★、オ

オイトトンボ、キトンボ、スジグロチ

ャバネセセリ、シルビアシジミ 

 ⅠB類 

(EN) 

ⅠA 類ほどではない

が、近い将来におけ

る野生での絶滅の危

険性が高いもの 

オキナグサ、カワラノギク、アズマギ

ク、ヒロハノアマナ、マヤラン 

ヨシゴイ、ミゾゴイ、ヒクイナ、コアジ

サシ、コノハズク、アカショウビン、

サンショウクイ、チャマダラセセリ 

絶滅危惧 

Ⅱ類(VU) 

絶滅の危険が増大し

ている種 

マツバラン、ミズニラ、タニヘゴ、サン

ショウモ、ハコネシロカネソウ、ミシマ

バイカモ、ノウルシ、フッキソウ、ハコ

ネグミ、ミシマサイコ、カイジンドウ、キ

セワタ、ヤマジソ、イズコゴメグサ、ム

ラサキミミカキグサ、キキョウ、ヤナギ

タンポポ、ヒメヒゴタイ、アギナシ、ス

ブタ、ヒンジモ、イトテンツキ、ミヤマジ

ュズスゲ、ホソバヒカゲスゲ、クマガイ

ソウ、イチヨウラン、フウラン、ミズチド

リ 

ハチクマ、オオタカ、ハイタカ、サシ

バ、ハヤブサ、ウズラ、アオバズ

ク、ヨタカ、ヤマセミ、コサメビタキ、

ハコネサンショウウオ、カジカ、

モートンイトトンボ、キイロサナエ、

トラフトンボ、オオチャバネセセリ、

ウラナミアカシジミ、クロシジミ、ウ

ラナミジャノメ 

準絶滅危惧

(NT) 

存続基盤が脆弱な種 オオアカウキクサ、オトメアオイ、ヤマ

シャクヤク、サンショウバラ、ミゾコウ

ジュ、アオホオズキ、イヌノフグリ、イ

ズハハコ、ミクリ、ナガエミクリ、エビ

ネ、キンラン、クロヤツシロラン 

カワネズミ、カヤネズミ、ヤマドリ、

クイナ、フクロウ、アリスイ、コシア

カツバメ、サンコウチョウ、モリアオ

ガエル、カジカガエル、カマキリ、ア

オハダトンボ、ネアカヨシヤンマ、ヨ

ツボシトンボ、ガムシ、ヘイケボタ

ル、モノアラガイ、ナガオカモノアラ

ガイ 

情 報 不 足

(DD) 

評価するだけの情報

が不足している種 

モミジカラスウリ、ミズタカモジ ヤマシギ、スッポン 

絶滅のおそ

れのある地域

個体群(LP) 

地域的に孤立してい

る地域個体群で絶滅

のおそれが高いもの 

  

要注目種 本県独自のカテゴリー   

 現状不明 

(N-Ⅰ) 

現状が不明な種 エゾメシダ、モメンヅル ヤマトモンシデムシ 

 分布上 

注目種 

(N-Ⅱ) 

絶滅の危険性は小さ

いが、分布上注目さ

れる種 

モクレイシ オオジシギ、ノビタキ、オカダトカ

ゲ、アマゴ：N-Ⅱ/★、ギンイチモン

ジセセリ、ホシミスジ 

 部会注目

種(N-Ⅲ) 

その他各部会で注目

すべきと判断した種 

ハマハナヤスリ、イワウメヅル、ツゲ、

フサモ、ノニガナ、アオフタバラン 

ニホンリス、ミサゴ、アズマヒキガエ

ル、トノサマガエル、コシロシタバ 

合計 57種 65種 
注 1）カテゴリー区分は、静岡県版レッドデータブックの区分に従いました。 
注 2）魚類は静岡県 RL 淡水魚類別表の東部地域（富士川本支流流域より東の地域．狩野川放水路より南の狩野川左岸流域並びに熱海市以南の地域）の

カテゴリー区分に従いました。地域区分しない場合、ホトケドジョウ：VU、メダカ：VU、カジカ：NT、カマキリ：NT、アマゴ：N-Ⅱとなります。「/★」は天然分
布区域への移入ありのものです。 

注 3）タモロコは東部地域が天然分布域か確定していないため、静岡県版レッドリストにおいて選定基準が（N-Ⅱ/★）と表示しています。 
注 4）三島市自然環境調査報告書（平成 15 年 3 月）において帰化植物として報告されているニッケイ(環境省 RL:準絶滅危惧)は、静岡県では栽培個体から

の逸出（杉野2008）のため、除外しました。また、トネリコ（静岡県RDB:現状不明）は、「栽培個体からの逸出であろう（二村 2002）」という聞き取り結果が
あり、現地踏査において楽寿園でのみの確認のため、除外しました。 

注 5）分布から考えて明らかに移入であると判断される 5種（ゲンゴロウブナ、キンブナ、タナゴ、ワタカ、タモロコ、ホンモロコ、シマドジョウ）は除外しました。  

6 絶滅の可能性のある動植物 
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